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自衛官募集　　　　　　　  自衛隊帯広地方協力本部北見地域事務所（☎ 23-6826）

募集種目 応募資格 受付期間 試験期日

自衛官候補生（男女） 18 歳～ 33 歳未満

2月 4日㈫まで 2月 8日㈯：美幌

2月 21 日㈮まで
2月 25 日㈫～ 28 日㈮のいずれか

1日：帯広

予備自衛官補（男女） 15 歳～ 52 歳未満 4月 8日㈫まで
4 月 6 日㈰、12 日㈯、13 日㈰、

19日㈯、20日㈰のうち1日：美幌

▪問合せ　町社会福祉協議会（☎ 47-3536　総合福祉センター内）

災害で被災した皆様に支援をお願いします

◇令和 6年能登豪雨災害義援金 　　　　0円 （令和 7年 3月 31 日まで）

◇令和 6年能登半島地震災害義援金 　708,639 円 （令和 7年 12 月 26 日まで延期）

町民の皆さんの変わらぬ支援をお願いいたします。

※金額は、令和 6年 12 月末現在の義援金額です。

災害で被災した皆様にご支援ありがとうございました

※令和 6年 7月大雨災害義援金の受け付けは、昨年 12月 27 日で終了しました。（10,000 円）

　昨年 10 月１日から実施していました「赤い羽根共同募金」および 12 月 1 日から実施していまし

た「歳末たすけあい運動」に、町民の皆さんから心温まる多くの募金をいただきましたことに厚く

お礼申し上げます。

　赤い羽根共同募金につきましては、集まりました募金の約 2 割が全道の福祉に活用され、残りの

8 割が本町への助成としてさまざまな福祉活動に活用されます。また、歳末たすけあい募金につき

ましては、その全額を「まごころプレゼント」として、民生委員児童委員を通し、75 歳以上の単身

世帯や町内の小中学校に通うお子さんを持つひとり親世帯、くんねっぷ静寿園、グループホームは

るる、グループホーム・デイサービスもりの風、NPO 法人福祉サポートきらきら本舗に贈呈しており、

今年度は上記対象者、各福祉施設 191 件に贈呈されました。

▪赤い羽根共同募金実績額　　103 万 1,520 円

▪歳末たすけあい募金実績額　　52 万 5,310 円

　町民の皆さんの心温まるご協力に感謝申し上げます。

共同募金運動へのご協力ありがとうございました

　夜間や休日昼間の急病の際は、休日夜間急病

センターをご利用ください。受診をご希望の方

は、事前にご連絡をお願いします。

▪北見市休日夜間急病センター

　（北見市北 3条東 1丁目 21 番地　☎ 25-0099）

◦日曜日、祝日など診療

　（日曜日・祝日・年末年始）

・診療科目　内科・小児科・外科

・診療時間　9時～ 17 時

◦夜間診療（年中無休）

・診療科目　内科・小児科

・診療時間　19 時～翌日 7時

夜間／日曜・祝日診療

 2 日㈰　若原歯科（☎ 61-6480）

 9 日㈰　たかぎファミリー歯科・矯正歯科

　　　　（☎ 57-8020）

16 日㈰　夕陽ヶ丘通ちひろデンタルクリニック

　　　　（☎ 33-3080）

23 日㈰　高栄ミント歯科クリニック

　　　　（☎ 66-0033）

※�診療は 9 時～ 13 時までです。また、当番病

院は急きょ変更になる場合があります。

2 月の日曜歯科当番医

  北見農業試験場
  令和 7 年オホーツク農業新技術セミナー

　北見農業試験場などが研究開発した新品種や

新技術をいち早く紹介し、オホーツク地域の多

くの農畜産業関係者の皆さんに活用していただ

くため、次のとおり令和 7年オホーツク農業新

技術セミナーを開催します。

　新品種や新技術のほか、地域におけるトピッ

クスも紹介します。

　どなたでも参加できますので、お気軽にお越

しください。

⃝と　き

　2 月 27 日㈭ 10 時 30 分～ 14 時 30 分（予定）

⃝ところ　町公民館講堂

⃝入場料　無　料

◦問合せ

　北海道立総合研究機構北見農業試験場

　担当：唐
と う

または古
こ や

屋（☎ 47-2146）

⃝相続登記の申請義務化

　令和 6 年 4 月 1 日から相続登記の申請が義務

化されています。

　不動産取引や公共事業の妨げとなる「所有者

不明土地（不動産登記事項を見ても所有者が判

明しない土地）の発生を予防するため、相続に

よって不動産を取得した方は、それを知った日

から 3 年以内に登記申請をしなければならなく

なりました。

　相続登記の申請は、専門家である司法書士に

依頼することができます。また、登記手続きに

必要な書類の案内については、釧路地方法務局

ホームページをご覧いただくか、登記手続き案

内（予約制）をご利用ください。

⃝相続土地国庫帰属制度

　相続または相続人への遺贈により土地を取得

したものの「遠くに住んでいて利用する予定が

ない」、「周りに迷惑が掛からないようにきちん

と管理するのは経済的な負担が大きい」などの

理由で土地を手放したいとき、その土地を国に

引き渡すことができる相続土地国庫帰属制度と

いう制度があります。

　制度の利用には、審査手数料および負担金の

納付が必要です。また、国が引き取ることがで

きる土地について、一定の要件があ

ります。

　詳しくは、右記 QR 釧路地方法務

局ホームページをご覧ください。

⃝問合せ　�釧路地方法務局登記手続案内予約

　　　　　（☎ 0154-31-5021）

　　　　　釧路地方法務局北見支局

　　　　　（☎ 23-6166）

相続登記の申請義務化

　町では、経済的な理由で就学が困難な児童・

生徒を持つ保護者に対して、就学にかかる経費

を援助しています。

　この制度に認定されると、給食費および修学

旅行費の全額、虫歯などの治療費の自己負担額

の全額、学用品費・体育用具費・オンライン学

習通信費の一部が支給されます。

　ご希望の方は、3 月 31 日㈪までに印鑑と口

座番号が確認できるものを持参し、教育委員会

管理課へお申し込みください。

　なお、年度途中の申し込みについても随時受

け付けています。

◦問合せ　教育委員会管理課（☎ 47-2122）

就学にかかる経費を援助


